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４月を振り返ってみると・・・ 

４月もあっという間に過ぎ去り、もう５月に入りました。振り返ってみると、

生徒は、全体的にルールをしっかり守り、授業や部活動、学校行事に落ち着いて

取り組めたと思います。普段の学校生活や保健体育科の授業で、上級生が１年生

に手本を示し、優しく教え、1年生も学校生活に少しずつ慣れてきているようで

す。授業中も、教科ごとに変わる教科担任制の授業にも慣れ、挙手の回数が増え

たり、発表の声が大きくなったりしています。 

また、部活動では１年生の入部のお陰で、上級生も先輩としての意識が高まり、 

益々活気付いているのが、手に取るように分かります。この年度始めの新鮮な気

持ちを忘れず、生徒会スローガン「No Limit～無限の希望 醒めぬ夢～」の下、

更なる高みを目指して頑張ってほしいと思います。 

    

家庭訪問お世話になりました 

４月 25日（火）～27 日（木）に行った家庭訪問は、今年度も、玄関先で、短

時間で行わせていただきました。毎年、学級担任の先生方からは、短時間でも、

顔を合わせて行えたことで、学校とは違う家庭での様子を伝えていただいたり、

学校で気を付けたらよいことを教えていただいたりと、大変有意義な時間を過

ごすことができたとの、報告を受けています。貴重な時間を作っていただき、本

当にありがとうございました。 

これからの次代を担う大切な子どもたちに、生きる力（社会を生き抜く力）を

身に付けさせることが、今、求められています。その大きな柱となるのは、「確

かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」です。これらの育成には、学校だけでの

活動では足りないこともあり、家庭学習の見守り等、家庭での協力が不可欠です。

どうか引き続き、教職員と保護者がしっかり連携できますよう御協力をお願い

いたします。 

新型コロナ関連（マスクの着脱、健康観察）について 

５月８日（月）から新型コロナに対する国の取組が大きく変わります。今年度

から本校では、マスクの着用を個人の判断に委ねておりますが、今後は健康観察

表の提出も求めず、家庭での対応をお願いしたいと思います。生徒が安全で安心

して学習できますよう、御理解・御協力をお願いいたします。 



学校運営協議会の皆さん、よろしくお願いします 

昨年度から学校運営協議会を設立し、学校運営に対する承認や助言をしてい

ただいています。今年度も、保護者や地域の皆さんから届けられた声を紹介し、

御意見を伺うことで、学校経営に生かしていきたいと思います。 

なお、信頼関係のある連携を図る上で、批判的な発言や行動は大きな妨げにな

ります。生徒の確かな成長のために、学校と家庭、地域がどう取り組めばよいか、

前向きな連携が図れますよう、重ねてお願い申し上げます。 

「いじめをしない！させない！許さない！」学校にします 

４月 28日（金）に、月末の生活調査を行いました。多くの生徒が、学校生活

が充実していたと答えていますが、そう感じるキーワードとして、「勉強がよく

分かった」、「友達と楽しく過ごせた」、「給食がおいしく食べられた」、「学校行事

や部活動を頑張った」等が挙げられます。逆に、これらができていなかった場合

は要注意であり、学校でも細心の注意を払っていきたいと思います。 

また、この生活調査では、「いじめ」、「体罰」、「ハラスメント」についても、

調査しています。今回の調査では、全て「ある」と答えた生徒はおりませんでし

たが、調査の結果だけをみて、安心することはできないと思っています。生徒の

皆さんには、心配や不安なことがあったら、迷わず相談しやすい人に話を聞いて

もらうことを心掛けてほしいと思っています。また、保護者の皆様には、お子さ

んの様子がいつもと違うなど、御心配なことがありましたら、すぐに学校や相談

機関に連絡いただきますよう、お願いいたします。 

なお、いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度から以下のとおり定

義されています。今は、インターネット、ＳＮＳのトラブルが特に危惧されて

います。家庭での利用方法について、今一度御確認ください。 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在

籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも

含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じて

いるもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

中間テストの廃止他、今後のお知らせとお願いです 

明日、５月２日（火）には、ＰＴＡ本部役員会・合同部会を、12日（金）には

ＰＴＡ本部役員会・役員会を行います。本部役員会は 19：00から、合同部会と

役員会は 19：30からです。ＰＴＡ役員の皆様には、お仕事を終えてからお集ま

りいただく方も多く、御無理を申しますが、どうか御協力をお願いいたします。 

また、今年度から２学期（10 月）に行っていた中間テストを廃止し、前期の

期末テストとして、10月に技術・家庭科のテストのみを行うことにいたします。

学校行事の多い２学期の生徒の負担を軽減することが大きなねらいです。ちな

みに、他校でも中間テストを行わない学校が多くなっています。 

ただし、それによって学習意欲や学力が低下することがないよう、授業を工

夫・改善したり、期末テスト、単元テスト、小テスト等を計画的に実施したりす

るようにします。重ねて、御理解・御協力をお願いいたします。 


